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９月９日は「救急の日」
６日～１２日は

「救急医療週間」です

夜間・休日に具合が悪くなった時には

　「救急の日」及び「救急医療週間」は、
救急業務及び救急医療に対する国民の
正しい理解と認識を深め、救急医療関
係者の意識高揚を図ることを目的に定
められました。
　上三川町は、小山市・下野市・野木町
とともに、右図のような救急医療体制を
整備しており、患者の容態等に応じて各
医療機関が連携して24時間救急の受け
入れができるようになっています。

　救急車は本当に必要なときだけ利用しましょう。
　緊急性がない救急車の利用が多くなると、本当に救急車が必要な人へ速やかに救急車を出動させ
ることができなくなります。
　安心して救急利用を受診できる環境は、皆さん一人ひとりの意識と協力が不可欠です。
　大切な命を救うため、救急医療を本当に必要とする人のために、適正な利用にご協力ください。

＜こんなときはすぐに１１９番を！＞
・意識がない　・息づかいが荒く、呼吸が困難　・激痛（頭痛、胸痛、腹痛）がある　・出血が激しく止まらない

経験豊富な看護師が、家庭での対処法や医療機関受診の目安をアドバイスします。
救急医療を守るために、まずは電話相談を利用しましょう。電話相談

事前に医療機関へ電話してから受診してください。

●とちまる救急安心電話相談・・・P6をご覧ください。

一次救急医療機関   
●夜間休日急患診療所、休日急患歯科診療所・・・P28をご覧ください。
●在宅当番医・・・当番医は町ホームページをご覧ください。
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入院治療や手術を必要とする重症なとき
■自治医科大学附属病院救命救急センター

入院治療を必要とするとき
■病院群輪番制病院（交代制）
新小山市民病院　石橋総合病院
光南病院　小金井中央病院
自治医科大学附病院救命救急センター
■小児二次救急医療（交代制）
新小山市民病院
自治医科大学附属病院救命救急センター

比較的症状が軽いとき
■夜間休日急患診療所
■休日急患歯科診療所
■在宅当番医（1日2医療機関交代制）
杉村病院　小山整形外科内科　光南病院
石橋総合病院　小金井中央病院　野木病院
（当番医は町ホームページをご覧ください）

▶問い合わせ先＝健康福祉課　成人健康係　　☎０２８５（５６）９１３３
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毎年9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間
屋外広告物の許可申請について

屋外広告物許可期間満了に伴う更新許可申請について

◎屋外広告物とは・・・常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものです。

　屋外広告物は、屋外広告物法や栃木県屋外広告物条例に基づく規制を受けるので、掲出するときは、

原則許可が必要です。（一部適用除外があります。）

　許可期間経過後も継続して当該広告物を掲出する場合には、許可期間更新の申請が必要となります。

　期間満了前に更新の手続きをお願いします。

　詳しくは町ホームページをご覧いただくか、町都市建設課又は県都市政策課まで問い合わせください。

※すでに広告物が除却されている場合は、速やかに除却届を提出してください。

　町内の許可地域は、①田園調和型地域　②田園調和型沿線地域　③市街地形成型地域の３つ
に区分されており、地域ごとに許可基準が異なります。また、屋外広告物の種類によって許可基準

が異なります。      

※許可申請の窓口は町都市建設課ですが、車両又は船舶に表示される広告物については栃木県都市政策課となりますので、
　詳細は栃木県ホームページよりご確認ください。
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　県の条例には、掲出することを禁止する禁止地域や禁止物件と、許可を受けて掲出できる許可地域が定められています。

【提出書類】●屋外広告物更新許可申請書（正本・副本各1部）　●添付書類（正本・副本にそれぞれ添付）    
①屋外広告物安全点検報告書　　    
②点検後に広告物又は掲出物件を撮影した現況写真（点検により異常が認められた場合は、
　補修後に当該箇所を撮影したもの）    
③①を作成した者の資格を証する書類　④その他（使用権を証する書面等、必要な場合に添付してください）    　

【手 数 料】●広告物の種類や表示面積により異なります。
（申請受付・内容審査後、手数料を納めていただく納付書を発行いたします。納付を確認後、許可証を発行いたします。）

広告板

広告塔
壁面広告物

壁面広告物

のぼり旗 例）広告板、広告塔、壁面広告物、
はり紙、立看板、置看板、のぼり旗、
広告幕、アドバルーン等

▶問い合わせ先＝都市建設課　都市計画係　　☎０２８５（５６）９１４０
　　　　　　　　栃木県　都市政策課　　　　☎０２８（６２３）２４６３


